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〈史料紹介〉

アフマド・イブン・ファドル・アッラー・ウマリー著
『高貴なる用語の解説』訳注（ ₇ ）

谷　口　淳　一 編

は じ め に

本稿は，アフマド・イブン・ファドル・アッラー・ウマリー（Ah・mad Ibn Fad・l Allāh al-
ʻUmarī）著『高貴なる用語の解説』（aˡ︲Ｔaʻｒīｆ　ｂｉ︲aˡ︲ⅿｕｓｔ・・aˡa・h　aˡ︲šaｒīｆ　以下『高貴なる用語』
と略）のアラビア語原典からの日本語訳注である。本稿には，al-Droubi の校訂本167頁 ₁ 行
目から187頁末までのテキストに対する訳注を掲載する。著者および本書とそのテキストな
どに関しては，訳注（ ₁ ）の「はじめに」を参照されたい。

今回訳出した範囲は，訳注（ ₆ ）に引き続き「第 ₂ 章　委任状，任命書，委託状，裁定書，
布令，布告の慣例」の一部で，各役職の任命文書の本文に当たる指示部分（was・īya）のうち，
カーディーや説教師など宗教関係の役職に対する文例が示されている部分である。以下，記
載順に各指示部分の内容を簡単に紹介しておく。

まず，カーディー（qād・ī）すなわち裁判官に対する指示部分が提示されている。当初マム
ルーク朝は，スンナ派 ₄ 法学派のうちシャーフィイー派（al-Šāfiʻī）に独占的な地位を認め
ていたが，やがて他の ₃ 法学派のカーディーも任命するようになった。おそらくそのような
状況を反映して，まず全法学派のカーディーに共通する指示部分の文言が提示され，その後
にシャーフィイー派，ハナフィー派（al-H・anafī），マーリク派（al-Mālikī），ハンバル派（al-
H・anbalī）の順に，各法学派のカーディーに対する指示部分に追加される文言が示されてい
る。共通の指示部分においては，「神の書」すなわち『クルアーン』と，神の使徒ムハンマ
ドのスンナ（慣行）に基づき，イジュマー（合意）およびキヤース（類推，推論）によって
裁定を下すというスンナ派法学の大原則が語られた後，公正な裁判を実施するために，証人
や訴訟代理人などに十分用心すべきであるということが長々と述べられている。

各法学派のカーディーに対する追加文言は，それぞれの法学派の特徴が示されていて興味
深い。シャーフィイー派のカーディーに対する追加文言では，まず同派のカーディーが ₄ 法
学派の中で最上位を占めることが言及され，その後に国庫に対する訴えの審理，孤児の財産
の保護，サダカ（自発的喜捨）の管理，地方の裁判官代理の任命といった任務が示されてい
る。他の ₃ 法学派のカーディーに対しては，特有の学説など各法学派の特徴に言及したうえ
で，それぞれの主流学説に従って裁くよう指示されている。以上のカーディーとは別に，軍
団のカーディー（qād・ī al-ʻaskar）に対する指示部分が収められている。そこでは，軍団と行
動を共にして兵士のために移動法廷を開くことが指示されている。
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『高貴なる用語の解説』訳注（ 7）

次に市場監督官（muh・tasib）に対する指示部分が収められている。カーディーに対する
指示部分と同じく，最初に職務の概要，つまり善を命じ悪を禁じ不正を取り締まるという指
示が記された後，造幣所の監督，詐欺行為を働きかねない各種集団の監視と処罰といった具
体的な職務が列挙されている。

その次に収められている説教師（h
˘
at・īb）に対する指示部分には，比喩がちりばめられた

文章の中に，モスクでの説教によって人々を導くことと礼拝を指導することという二つの職
務内容が示されている。つまり，この説教師とは導師（imām）を兼ねた存在であったとい
うことがわかる。

つづいてスーフィーたちを監督する大シャイフ（šayh
˘
 al-šuyūh

˘
）に対する指示部分が示

されている。長文に及ぶ指示部分の大半は，スーフィーたちが陥りがちな極端な行動や考え
方を非難することに費やされており，大シャイフの最も重要な任務は，スーフィーたちが極
端に走ることのないよう彼らを監督することであったということが読み取れる。

シャリーフたるサイイド（預言者ムハンマドの子孫および一部の傍系親族）たちのナキー
ブ（naqīb al-sāda al-ašrāf）に対する指示部分も同様で，彼らの系譜の管理など実務的な内
容はごく簡潔に述べられるだけで，紙幅の大半は，シャリーフの聖性を過度に強調する者た
ち，とくにシーア派諸派に対する批判と処罰の記述に割かれている。今回訳出した範囲には，
以上の役職に対する10点の指示部分が収められている。

我々は，2003年 ₇ 月から「イスラーム世界における書記とその伝統研究会」と称して， ₁
年間に10回程度の研究例会（輪読会）を開催し，『高貴なる用語』を読み進めてきた。今回
の公刊部分は，2013年 ₂ 月から2014年12月にかけて実施した計19回の例会（第107回～第125
回）で読んだ部分に相当する。この期間の研究例会で訳注作成を担当したのは，伊藤隆郎，
岡本恵，近藤真美，篠田知暁，清水和裕，杉山雅樹，田中悠子，法貴遊，森山央朗，柳谷あ
ゆみ，横内吾郎（五十音順）と谷口の12名である。各担当者が作成した訳文と注を例会で検
討したうえで見直し，その修正案を研究会参加者に再度示して意見を求め，必要に応じて修
正を重ねた。訳語や表記の統一と最終的な調整および「はじめに」の執筆は谷口が担当した。

2007年度より2015年度まで，我々の研究会は NIHU プログラム「イスラーム地域研究」
の活動の一部として実施しており，本稿はその研究成果の一部でもある。

なお，訳文中にある〔　〕は，校訂およびその底本である L 写本の頁の表示と，校訂テ
キストにない語句を補って訳した場合に用いた。また，原語のローマ字転写の際には，原則
として辞書の見出しとなる形（名詞と形容詞は単数形主格，動詞は完了形 ₃ 人称男性単数
形）に直して示した。ただし，単数形にすると意味が変わってしまう語句などは，原文の形
に即して転写した。
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史　　　窓

『高 貴 な る 用 語 の 解 説』（ ₇ ）
アフマド・イブン・ファドル・アッラー・ウマリー

〔txt. 167〕

全ての法学派のカーディーに共通する指示部分

この職位は，そこへと訴訟（qad・īya）が持ち込まれ，不平（šakīya）〔の申し立て〕が伝
えられるよう神が定めたものであり，〔ms. 74a〕その職位に就く者はウラマーでなければな
らない。彼らは預言者たちの相続者であり，シャリーアによる裁きを司る者である。つまり
カーディーは，神の預言者─神が彼に祝福と平安を与えんことを─から知識を受け継い
だのと同様に，裁定（h・ukm）も受け継いだのである。彼の手中には裁定の端綱と，判決

（qad・āʼ）の決定権が握られるようになった。判決のいくつかは後に他の裁判官（h・ākim）に
示されることもある。彼らは皆，両替商のように吟味し，一刀両断に 1 ）裁定を下す。

裁定を下す前にその裁定について，審理の結果を告げる前に審理について熟考するように。
そして，曖昧さがなくなるまで幾度も案件を調べ，熟考した後は，神の書，神の使徒─神
が彼に祝福と平安を与えんことを─のスンナ，イジュマー，キヤースに立ち戻るように。
その後も曖昧なところがあれば，神に正しい導きを求めることで，その不明な点を明らかに
するように。また人に相談してその問題を解明するように。相談することを自分の欠点だと
考えてはならない。至高なる神はその使徒─神が彼に祝福と平安を与えんことを─に相
談することを命じた 2 ）。父祖の昔より，努力にもかかわらず誤ってしまうことを避けるため
に相談する者がいた。何故なら，多大な努力を払っても余人にはできないことができる人が
いるかもしれないからである。〔txt. 168〕また，年長の者が気付かなかったことを，年少の
者が理解することもあるからである。それは，イブン・ウマル─神が二人に満足せんこと
を─がナツメヤシに気付いた通りである。彼は年少であるというだけで，作法の面から，
年長の者に話しかけたりまとわりついたりすることができなかった 3 ）。

それから，真実（al-h・aqq）が明瞭になったなら，正当な権利を有する者に真実があると
判決する。その者のためにそれをその場で記録し，正しい権利が確かであることについて，

1 ）　nafād－ al-mašrafī.  直訳すると「マシュラフィーで突き刺すこと」。マシュラフィーとは剣の名
称であるが，その由来については，産地名あるいは刀鍛冶名など諸説ある［ʟaｎｅ：1539］。

2 ）　『クルアーン』42章38節の中で，神の許でよく報いられる者として，互いに相談してものごと
を決める者が挙げられている。

3 ）　ハディース（ブハーリー）： ₁ 巻59頁。預言者の質問に対して，その場で最年少であったこと
を理由にイブン・ウマルが答えるのを控えたが，その答えは預言者のものと同じであったとい
うハディース。なお，イブン・ウマルとは，第 ₂ 代正統カリフ＝ウマル ₁ 世の息子 ʻAbd Allāh b.  
ʻUmar b. al-H

˘
att・・āb のこと。ハディース伝承者として知られている。73/693年，巡礼中に負った

怪我がもとで死去［ʻʻʻAbd Allāh b.  ʻUmar b.  al-H
˘
att・・āb,ʼʼ EI2］。
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『高貴なる用語の解説』訳注（ 7）

正当な権利を有する者自身に証言させたうえで，真実がその者にあると裁定する。そのよう
な裁定を考えることで，最後の審判の日に歓喜することになろう。正当な権利を有する者の
ために真実を書いておけば，時を経てもそれはよく記憶に留まる。カーディーの手で書かれ
たものは永遠に残る。

視線の向け方に至るまで，訴訟当事者たちを平等に扱うように。認可するときも禁じると
きも，真実に基づいて自らのあらゆる業務を行うように。〔ms. 74b〕偽りが入り込まないよ
うに，証人たちのことに厳しく目を配るように。証言を求めるときにはよく調べるように。
多くのカーディーは短剣以外のもので屠られ，多くの証人は剣以外のもので殺されるのであ
る。証人たちのうち，公正で知られ，私心の命じるところが自らの最強の敵であると考えて
いることが分かっている者のみが〔証人として〕認められる。それ以外の者は，通常，証言
するような者ではなく，不正な金で糧を得ることに抵抗がなく，証言においては生きながら
死んでいるのである。したがって，〔証人として〕受け入れても非難のないような者 4 ）を受
け入れるように。多くの公正はベルト（mint・aqa）と剣の隙間に，多くの不正は外套

（faraǧīya）とターバンの中にある5 ）。発行される契約書をよく吟味するように。大半の契約
書は，「水に侵蝕されてまさに潰れ落ちんばかりになっている川岸に」6 ）あり，疑義によって
ハッド刑は免れるとはいえ，姦通（sifāh・）のような罪に陥り，恥が残ることがあるからで
ある。

その言葉によってあらゆる者の正当な権利やあらゆる孤児の財に影響を及ぼし，その証言
があらゆる重大な事にかかわるような鑑定人（šāhid al-qīma）は，いずれも財産があり，も
のをよく知っている者のみにせよ。そのような者であれば，価値をよく知り，推測して誤る
恐れがない。長い時の中で理解の鏡が経験で磨かれているからである。〔txt. 169〕以上，あ
らゆることについて真実を見過ごすことにならぬよう，時間をかけて対処するように。ただ
し，正当な権利を有する者が苛立ちを覚えるほど〔裁定を〕引き延ばしてはならない。自身
の墓のために土をならすように 7 ）。そのために，カーディーは証人の捕虜のような者ではあ
るが，そのことを言い訳にせず，自分自身が解放されるよう努めるように。

訴訟代理人（wakīl）というものは避けられない災いであり，自分自身に有利な裁定が下
されるように偽って〔訴訟を〕請け負い，依頼人を惑わせる悪魔である。必ずや，彼らには
地獄が割り当てられる。カーディーの威光によって，彼らの考える邪な誘惑や恥知らずな悪
事を退けるように。彼らのような者には一切利益を得させないように。〔ms. 75a〕〔彼らが
利益を得たとしても，〕それは禁じられたものに他ならない。侵害の手を伸ばさせないよう

4 ）　校訂168頁10行目の mit－l の後の tāʼ marbūt・a は誤植。正しくは hāʼ である。
5 ）　前半の装束は軍人を，後半は文人を示している。文脈上は後半部分が重要で，文人には不正

がつきものであるという意味か。
6 ）　『クルアーン』 ₉ 章109節の一部。
7 ）　現世での行為によって天国に入れるよう準備するように，ということを伝えていると考えら

れる。
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に。〔伸ばしたとしても，〕その手はその者の首に縛り付けられる 8 ）か，切断されるだけであ
る 9 ）。正道ならぬ道を歩む〔代理人の〕使いの者がもたらす汚れをカーディーの門から清め
るように。こういった連中は， ₁ ディルハムでもみつけたら，〔それを〕自分のものにしよ
うと欲し，火獄（nār al-h・arīq）に落ちるのである。

その他に，彼のような者に〔わざわざ〕指示する必要のないものや，その職務の一つ一つ
を数え上げる必要のないものがある。〔実際〕それは数え切れないほどある。そのうちの一
つが，彼の法学派に属す人々のワクフの事柄に対して全般的な監督をすることである。彼の
素晴らしい監督によってワクフを豊かにするように。十分な監督は，単に雲がかかった場
所10）よりも有益である。一部の者に優先権が与えられており，カーディーとの距離が様々で
ある彼の部下（t・āʼifa）の心を把握するように。そうすれば，カーディーの監督によって，
部下の間の足の引っ張り合いはなくなり，そのようなことをする者の傷はカーディーの言葉
によって癒されるようになる。

この指示部分はカーディーに対する勧戒（d－ikrā）として述べられた。神のおかげで，彼
には指示されたことの何倍ものこと〔を実行する力〕がある。それゆえ，我らは彼を任命し
た。神に讃辞と称えあれ。また，我らは彼に，彼に等しい性質を持つ者や似た者，進んで彼
の負担を引き受け，彼と〔来世での〕報酬を分かち合う者を補佐として任命する権限を与え
た。至高なる神に対する畏れこそ，善を含むものである。〔txt. 170〕とりわけ，この職に就
いている者や，根本的であれ周辺的であれこの職を担っている者にとってはそうである。神
に対する畏れは，掣肘なき権限を有する（mut・laq al-tas・arruf）裁定の主と代理人（h

˘
alīfa）

にとって不可欠である。

シャーフィイー派〔のカーディー〕に対しては，以下の文言が追加される

以下のことを知るように。彼は，座の上席（s・adr al-maǧlis）〔を占める者〕であり，たと
え類似の者たちがいようとも，我らが座す場所に最も近い民（qawm）である。また，彼は
タイラサーン11）の着用者であり，あらゆる剣の人が彼に従い沈黙するのである。知識と敬虔
さこそが彼を持ち上げ，俗世ではなく宗教ゆえに彼は上昇するということを自覚するように。
そして，〔ms. 75b〕この恩寵の価値を正しく理解するように。その地位の内にとどまるよう
に。その地位とは，その〔象徴である〕黒インクを選り抜きのラクダ12）と交換してでも手に
入れたくなるものである。

8 ）　『クルアーン』17章29節にある「あなたの手を自分の首に縛り付けてはならない」という一節
を踏まえた表現。なお，「手を自分の首に縛り付ける」とは，吝嗇であることを指す比喩表現で
ある。

9 ）　手首の切断は，窃盗の罪に対する刑罰を表している。
10）　豊かな土地を指す比喩表現。
11）　t・aylasān.  ターバンの上から肩にかけて覆う布。当時は，法学者やカーディーが着用すること

が多かった［Stillman 2000：71］。
12）　h・umr al-naʻam. al-Droubi は ʻʻthoroughbred camelsʼʼ と説明している［研究篇：207頁］。
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『高貴なる用語の解説』訳注（ 7）

さらに，彼に対する指示部分では，以下のように述べられる。
繁栄せる国庫に関する訴え（daʻwā）と審理（muh・ākama）について。それらには，万民

それぞれの権利13）が関わる。それらの訴訟では最大限の注意を払い，また，権利が求める保
持，保全を実行するように。ムスリムから請け負った訴訟代理人の証拠をすべては認めない
ように。証拠には反証（madfaʻ）〔の可能性〕があるのだから。神の許で無害であると考え
られる些細な案件は扱わないように。というのも，それには益が無いのだから。国庫にはい
くつもの権利があるが，偽ってその一部をそこから手に入れようとする者は，必ずや厄災に
見舞われる。「それはスルターンの財である」と言う権利が自分にあるとする輩の言うこと
は聞かないように。というのも，我ら（スルターン）といえども，人々のうちの一人分の取
り分しか有していないからである。

孤児の財について。神は，孤児たちの財を食らう者に警告している14）。ただし，疑いを招
くことなく，適切な〔使い方の〕場合は別であるが15）。孤児とは父が亡くなってしまった者
であるが16），なかには乳房に吸い付くことしかできない幼子もいれば，母親の腹の中の胎児
もいるのである。したがって，後見人（mutah・addit－）たちには，孤児に対して良く振る舞
うよう命じるように。〔さもなくば，〕〔txt. 171〕自分たちが手にしているものを残して没し
た場合には，自分が孤児に対して行うのと同様のことが自分の子供たちにも起こるという報
いを受けるであろうと，後見人たちに対して知らしめるように。自分の子供がいない後見人
たちには「もし自分の後にか弱い子孫を残すようなことになったら，その身を案じるであろ
うという者は，心配しておくように」［クルアーン： ₄ 章 ₉ 節］と警告するように。

後見人たちに対して，同じような話題について先人たちの話を語り，思い起こさせるよう
に。彼らに対してクルアーンを読誦し，至高なる神の次の言葉を思い出させるように。「孤
児の財を不当に食らう者どもは，結局，火を食って自分の腹の中に入れているだけである。
そのうち炎に焼かれることになろう」［クルアーン： ₄ 章10節］。

サダカ17）について。それは彼の筆先に委ねられるが，彼の保護下にあっても役人が誠実で
なければ蚕食される。〔ms. 76a〕〔ゆえに，〕サダカを適切に運営するために，それを受給す
る権利を有する人々に注意深く分配し，サダカの受領と支出において必要な事のみを注意深

13）　h・aqqu kulli fardin fardin min al-ǧumhūri.  校訂テキストでは下線部は f-r-d－と綴られているが，
この綴りでは文脈に合う語が見つからない。D ₁ と S ₂ 以外の諸写本およびベイルート版156頁
に従い，本注冒頭に掲げたように読んだ。

14）　h・add－－ara Allāhu man akala māla-hum （=al-aytām）. 下線部を min akli māli-him と読み「神は
…孤児たちの財を食らわぬようにと警告している」と訳すこともできる。前者の読みを示して
いるのは S ₁ 写本［f. 115b］で，後者は D ₁ ［f. 106b］，Sh［f. 92b］の ₂ 写本とベイルート版
156頁に見られる。

15）　『クルアーン』 ₄ 章 ₆ 節では，後見人が貧しい場合は，彼が後見する孤児の財産を適度に使っ
てもよいとされている。

16）　yatīm は通常「孤児」と訳されるが，片親だけがいる場合も含む。イスラーム法では，父親
がいない孤児が保護の対象として重視された［「孤児」『岩波イスラーム辞典』］。

17）　s・adaqa.  自発的な喜捨。義務としての喜捨であるザカートと区別される［「サダカ」『岩波イ
スラーム辞典』］。
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く実行するように。
彼の法学派のみで扱われ，それに対処することが重視されており，その法学派では質問に

対する神の回答が用意されている問題について。そうした問題については，以下の場合を除
いて特殊な説（marǧūh・）に基づいて対処しないように。すなわち，イマーム（シャーフィ
イー）自身の法学説がある場合，数多くの同派の者たちが従っている場合，先達の知識人

（ahl al-ʻilm）がある特殊な説を重視し，賛同者を求めるがゆえにその説に基づいて裁定を下
したのを知っている場合を除いて。

地方の裁判官代理（nāʼib al-barr）について。〔その職務には〕適性が確証された人物のみ
を任命するように。というのも，大半が知識を持たないムスリムたちに対して，その人物を
任じることになるからである。彼らには知識をもつ者がひどく欠けている。すなわち，慣れ
親しんでいるべき宗教や節度が欠けているのである。節度があれば，彼らでも貧困から来る
苦汁を嘗めながらそれを甘いと思うだろう。それから，常にこの代理たちを監視するように。
人は，鍵のかかった箱のごとく，任につくまでは何者か分からないのだから。〔txt. 172〕

ハナフィー派〔のカーディー〕に対しては，以下の文言が追加される

以下のことを知るように。彼のイマーム（アブー・ハニーファ）は最初に法学（fiqh）を
まとめ，先行し，後に従うウラマーたちの先駆者となった。アブー・ハニーファとその一派
の者たちには，独特の学説がある。マーリクが見解を異にした問題もある。マーリクはア
ブー・ハニーファの後に最初に現れ，彼に先行する人物よりも輝かしい。それらの問題の中
で最も重要なものの一つは，幼い女子を嫁がせる際に，相応の配偶者によって保護すること
である。これは，彼女たちに対する大罪を恐れてのことである。また，隣地の先買権がある。
もしこれが彼らの見解でなかったのならば，意に反して悪意の隣人から安全とはならず，恐
ろしいことを予期して，家族とともに自分の屋敷で穏やかな時間18）を過ごすこともないだろ
う。

同様に，ある女性が待婚期間中（muʻtadd）で，彼女と離婚した相手によって囚われてい
るような場合の扶養費（nafaqa）〔の問題〕がある19）。たとえ彼女が前夫との絆から切り離さ
れていても〔ms. 76b〕，彼が彼女の扶養費を払わないままであり，一方，彼女は，彼女の扶
養費を自身の財産から払う男性と結婚できないままである場合〔彼女には扶養費の請求権が
ある〕。

18）　校訂テキストでは dahran とあるが，誤植であろう。底本をはじめとする諸写本およびベイ
ルート版157頁に従って al-dahr と読む。

19）　ハナフィー派では他の ₃ 法学派と異なり，取消不能な離婚により待婚期間に服する妻は，特
に理性を備え成年に達しムスリムで自由人の女性の場合，離婚成立時の住居に居住する義務を
負う。そしてこの状態にある女性に対して扶養請求権を認めている［柳橋博之 2002：307－308
頁］。「彼女と離婚した相手によって囚われている」とは，このように離婚成立時の住居に居住
することを強いられている状態を指すのであろう。
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また，財産を借りてそれを浪費し，支払い不能（iʻsār）を訴え，その証拠を偽造し，それ
が聞き入れられることを望み，牢に入らず，このことで困難に遭うこともなかった者〔の問
題〕がある。アブー・ハニーファの法学派の人々は，まずその者を投獄し，しばらく留める
ことを支持する。その後，彼は証拠があると訴え，それが提示されたとする。さて，それは
採用されるか否か。

このことやこれに類する，全般的な正しさと全体的な20）利益があり罪とならないことにつ
いては，その全てについてそれを担当（raʼā）したときは，彼の法学派の説に従って裁くよ
うに。これらの見解についてもそれ以外についても，彼のイマーム＝アブー・ハニーファの
昇る月と，彼の輝かしい星々とによって導かれるように。〔txt. 173〕

彼の法学派の人々である法学者たちに対して親切にするように。彼らの多くは離郷して彼
の許へ訪れ21），昼の鳥は彼らを連れて隼の旋回しない彼の頭上を旋回し，夜の翼は烏が飛ば
ないところ〔を飛んだ〕22）。そして彼らは，権利が数え挙げられればその権利が考慮される，
遠く離れた土地と広範な援助を，その背後に残して来たのである。アブー・ハニーファを学
祖とすることが23），彼と彼らをその法学派に集わせる。そして彼のような人で，反抗と関係
付けられる者はいない。

マーリク派〔のカーディー〕に対しては，以下の文言が追加される

彼の法学派は，不信仰者に対して鞘から抜かれた剣を持つ。それは〔彼の法学派が〕血を
飛び散らせて勝利を得た，その相手の血で塗られている。卑しき地位の度を越えて，神の預
言者たち─神の祝福が彼らにあらんことを─に醜悪な言葉でもって抗った者は，法学派
の抜身の剣で殺され，マーリク派に固有の彼の学説（qawl）によって，自由裁量刑（taʻzīr）
としてその血が流されるのである。彼の法学派の剣は，彼らに対してその刃を露わにし続け，
容赦（fush・a）のないマーリクの法学派から火獄の門番である天使マーリク24）へと彼らを引
き渡し続ける。〔ms. 77a〕こうすることの目的には，目に入ったごみのごとき宗教の背信者
たちを一掃することがある。これらの者たちの血が飛び散らない限り，高き誉れ（al-šaraf 

20）　ʻamīm.  この語を ʻaz・īm（大きな）とする写本もある［校訂：172頁注21］。
21）　校訂テキストには adnā（近づける）とあるが，L 写本他をもとに addā と読んだ。
22）　校訂者は，ウマリーが al-Buh・turī の以下の詩句に言及しているのではないかと推測している

［研究篇：207－208頁］。
　　 夜は烏の色の中にありてあたかも/それがその漆黒の中にいるかのよう，たとえ啼くことはな

くとも
23）　校訂テキストには abū-hu Abū H・anīfa とあるが，諸写本から ubūwat Abī H・anīfa と読む。な

お「集わせ」と訳した動詞は，校訂テキストでは yaǧmaʻu とあり，主語は男性名詞となる。し
かし写本では，D ₁ ［f. 108a］で下に ₂ 点書かれている例を除き，何れも主語の性を特定するた
めに必要となる最初の文字の弁別点が書かれていない。

24）　Mālik h
˘
āzin al-nār. 『クルアーン』は，「彼らにその（火獄の）門番（h

˘
azana）が言った」［39

章71節］や，「彼らにその番人が尋ねた」［67章 ₈ 節］という記述が示すように，火獄には門番
が配されていると述べている。マーリクとは，Ibn Ish・āq によって伝えられている，この門番を
務める天使の名前である［ムハンマド伝 ₁ ：420－421頁］。
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al-rafīʻ）は危害から安全ではないのである25）。
ただ我らは彼に，見落としたものがあっても修正する〔必要も〕ない明らかな証拠をもっ

た確定（t－ubūt）のみを求めるように指示する。まことに彼は生きも死にもする〔神ならぬ
身の〕男にすぎないのだから。したがって，判決を下す前に時間をかけるように。証人たち
を不適格な者であるとする確定や憎悪による26）〔告白や証言〕であるとする確定がありうる
場合には，彼らを赦すように。〔彼らの〕破滅を急がないため，不備が正されないまま急い
で結論を出さないために。

同様に我らは〔txt. 174〕指示する。彼らに対していったんしっかりと決定したならば破
棄しないように。さらに同じく我らは指示する。自分に権利があるもの以外，禁じられた血
を流さないように。同じく，書き付けのみの証言を採用しないように。いったん破棄された
文書を復活させないように。則を越えたものを大目にみないように。これが人々に容赦を与
える方策であり，害のない快適さを与える方策である。ただし，この，証拠による確定は，
審議継続のためであって，棄却をしたり，証拠のみで罰金刑を科すものではない。

彼が担う（raʼā）ところの，指示を受ける者（was・īy）の任務（wilāya）はかくのごとく
である。これは余人ではなく彼が担うものであり，それは公益のためである。そうでなけれ
ば何が指示（was・īya）であるというのか。その任務とは，シャリーアの諸事において，指
示にあるような事柄の遵守（murāʻāt）を妨げるものをいっそう警戒することである。

このこと以外では，例えばいったん売却されてから戻すことになったワクフの収入を差し
止めて，売買すべきでなかった期間の〔ワクフ収入の〕金額を買い手が手に入れることを妨
げるようなことである。これが，同様の案件に対して彼が下す判決であり，あえてワクフを
売った者は罰として，その売却〔してから返還されるまでの〕期間のワクフの収入を手に入
れられない（ih・rām）ものとする。

これら以外にも，〔彼が扱う案件には〕慣行27）に基づくものがあり，また話すときは真実
に基づいて話し，裁くときは公正に行うべきものがある。

この学派の法学者は，この地方においては，数が少ない。彼らはよそ者であるから，彼ら
の居場所を良くするように。彼の寛大さを彼らの住む場所に示すように。〔ms. 77b〕彼の庇
護の下で彼らに旅を終えさせ，休息を得させるように28）。彼らは遠路はるばるやってきて，
旅という最も激しい戦いの苦労に疲れ切っているのだから。彼らに親切にして祖国を忘れさ
せ，西方を思って止めどなく流れる涙29）を彼らの目頭に浮かばせないように。

25）　al-Mutanabbī に以下の詩句があり，これを参照したもの［研究篇：208頁］。
　　 非常な高貴さは危害から安全ではない╱その周りに血が流されるまでは
26）　校訂テキストには baʻd・an とあるが，校訂注19およびベイルート版158頁に従い baġd・āʼ と読ん

で訳した。
27）　ʻamal.  マーリク派における地域の法的な「慣行」を指す言葉［堀井聡江 2004：73－79頁］。
28）　li-yastaqirra bi-him al-nawā.  Ｄｏｚｙ［v. 2：748］に「旅の終わりが彼に休息を与えた」との訳

文があり，ここではカーディーに対する指示であるという文脈を踏まえ，上記の訳文とした。
29）　damʻan yafīd・u ʻalā al-g・arbi. al-g・arb には「西方」の他に，「涙」という意味がある［ʟaｎｅ：
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ハンバル派〔のカーディー〕に対しては，以下の文言が追加される

優先される重要事項は，以下の通りである。
彼は，彼の法学派の人々に対して起こった中傷や，彼らが投げかけられた言葉を知ってい

る。そうした言葉については，その中に含まれている害悪30）のために，我々はそれを放棄す
る。〔txt. 175〕そして，その学派の道を歩む者がその言葉に躓くことのないよう，彼がそう
した言葉の痕跡を一掃し，そうした言葉の害を彼の法学派の道から除去するということに，
我々は満足する。また，至高なる神はその様態（kayfa）が知られている。神について問う
者は，剣によってではなく，様態で応答されるのである。

皆が同意するところ（ǧamāʻa）に所属し，孤立せぬよう警戒すること。字義（z・āhir）は
含意（murād）とは違うと信じて，属性を示すクルアーンの章句については通説に従うこと。
暗闇から光へとハンバル派の者たちを連れ出し，解釈が不可欠なことについて解釈すること。
例えば主

しゅ

（rabb）について「彼はどこに居るのか」と問われて「天に」と答えた女奴隷の
ハディース31）のように。さもなければ，神の方向性を肯定すること（it－bāt al-ǧiha）によって，
試練の場において災難が降りかかることになる。というのも〔神の方向性を認めてしまえば，
神が〕その方向から発生することが必然となるが，誉れ高き至高なる神は永遠であり，発生
するものでもなければ発生のための場もないからである32）。

クルアーンの中の言葉についても同様である。とはいえ我々は口頭であれ書面であれ，そ
れについて議論（takallama）する者に警告する。口頭で述べた者に対しては鞭打ち以外に
報いは無く，書面で述べた者には死以外に〔報いは〕無い33）。この後に，無知な者たちを抑
え込み，議論をするに至らずとも，迷える思考に反論する者は，彼の学派の諸事について検
討し，彼のイマーム（イブン・ハンバル）および同派の者たち─イマームと同時代の者も
後代の者も─から正しく伝えられたもの全てに則って行動するのである。

イブン・ハンバル─神が彼に慈悲をかけんことを─は人々が座視していたあの時期に

2242］。この部分はこの二つの意味を掛けた表現であると考え，単に「西方を思って流れる涙」
とするのではなく，「涙の上を流れる涙」という表現の訳出のために「止めどなく」を補った。

30）　校訂では muʻādāt（敵意）となっているが，諸写本およびベイルート版159頁に従い bašāʻa
（害悪）と読んだ。

31）　Abū Dāwūd の Ｓｕｎaｎ および Ibn H・anbal の Ｍｕｓｎaｄ にこのハディースが収録されている［研
究篇：208頁］。ただしハディースでは「主」ではなく「神（Allāh）」と明記されている。

32）　神の位置や方向性に関するクルアーンの表現は，字義通り擬人的に捉えてはならないという
のが多数派の見解である。しかしハンバル派の Ibn Taymīya は神の方向性についての表現を字
義通りに認めることを主張し，論争を呼んでいた。Ibn Ǧahbar al-Kilābī が論駁書 ʀaｄｄ　ⅿaｄ－h aｂ　
ɪｂｎ　Ｔaｙⅿīｙa　ｆī　 ｉｔ－ｂāｔ　aˡ︲ɡ̌ｉʰa を書いており，Ｔ・aｂaｑāｔ╱Ｓｕｂｋī［ v. 9：35－91］にその全文が収録
されている［Ａｓⅿāʼ/ʜaｄｄaｄ 1999：89］。この指示部分はそうした論争を踏まえたものであると
考えられる。イブン・タイミーヤが擬人神観を持つとして非難されたことについては以下を参
照［“Ibn Taymiyya,” EI2；シャリーアによる統治： ₉ 頁］。

33）　校訂テキストには illā sawt・un bi-al-h・arfi illā h・atfun とあるが，諸写本およびベイルート版159
頁に従い bi-al-h・arfi の前に wa を補って読んだ。
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立ち上がった真理のイマームであった。〔ms. 78a〕彼はミフナ34）の際に，タイム家の主人35）

─神が彼に満足せんことを─がリッダ36）の際に占めていた立場に立った。南の強風37）が
吹いたが，マリースィー38）という暴風が彼を39）動じさせることはなかった。イブン・アビー・
ドゥアード40）は彼の許にあらゆる雌駱駝（d－awd）を集め，いたる所から良い雄駱駝（ʻīs）
を連れてきたが，彼も〔イブン・ハンバルを動じさせることは〕なかった。〔txt. 176〕マー
ムーン41）が彼の兄弟への指示の中で提案した取り決めも，彼の誓約を破らせることはなかっ
た。また，ムータスィム42）の鞭は彼に苦痛を引き起こしたが，彼を恐れさせることはなかっ
た。ワースィク43）の剣も同様であった。

イブン・ハンバルの事跡に従い，彼の『ムスナド』44）を通してその学説の全てか大半を学
ぶように。彼の言葉と清純な同派の者たちが選択した45）ものに従って判決を下すように。こ
のような情報が伝わっていない場合には彼らに従うように。信仰のために，以下の問題に注
意するように。収益を上げなくなったワクフを売却し，その代金で類似のものに買い替える
ことや，ワクフ受益者のためになるものとの交換。婚姻解消（fash

˘
）が可能となるだけの期

間不在で，扶養費を残さずに妻を放置し，離婚未成立の女性（muʻallaqa）であるかのように，
妻を婚姻状態のままで見捨てた者の婚姻を解消すること。離婚された女性という裁定が継続
するような条件によって婚姻解消が成立した後に女性が結婚できるように，彼女を完全に離
婚させること。また隣人に危害を加えることを禁じているものや，「害することも仕返しす
ることもない」46）という預言者─神が彼に祝福と平安を与えんことを─の言葉から派生

34）　mih・na.  アッバース朝初期に行われた異端審問。第 ₇ 代カリフ = マームーン（在位189～218╱
813～833年）に始まり，第10代カリフ = ムタワッキル（在位232～247╱847～861年）の時代に
終わる［「ミフナ」『岩波イスラーム辞典』］。

35）　sayyid Taym.  初代正統カリフのアブー・バクル（在位11～13╱632～634年）のことを指す。
タイム家はクライシュ族の一氏族である［「アブー・バクル」『岩波イスラーム辞典』］。

36）　ridda.  預言者ムハンマド没後に生じたアラビア半島の諸部族の背教。アブー・バクルの指導
のもと，収束に向かった［「リッダ」『岩波イスラーム辞典』］。

37）　ヌビアとアスワーンの間に位置するマリース（Marīs）という村の方面から吹く風のことを指
す。この風は伝染病をもたらすことで知られている［研究篇：208頁；“al-Marīs,” EI2］。

38）　al-Marīsī.  ムルジア派の神学者。218╱833年没［“Bishr b.  Ghiyāth al-Marīsī,” EI2］。
39）　校訂テキストにはないが，全ての写本には bi-hi があるので補った。
40）　Ah・mad Ibn Abī Duʼād.  240╱854年没。ムータズィラ派神学者にしてカーディー。イブン・ハ

ンバルに対するミフナで中心的な役割を担った［“Ah・mad b.  Abī Duʼād,” EI2］。
41）　al-Maʼmūn.  アッバース朝第 ₇ 代カリフ。在位189～218╱813～833年。
42）　al-Muʻtas・im.  アッバース朝第 ₈ 代カリフ。在位218～227╱833～842年。
43）　al-Wāt－iq.  アッバース朝第 ₉ 代カリフ。在位227～232╱842～847年。
44）　Ｍｕｓｎaｄ.  Ibn H・anbal が編纂したハディース集で，イスナード（伝承経路）によってハディー

スを分類している。彼の『ムスナド』はスンナ派では非常に信憑性が高いものと見なされてい
る［「ムスナド」『岩波イスラーム辞典』］。

45）　ih
˘
tāra.  イブン・ハンバルは後世，『クルアーン』とスンナの精神に最も適合すると判断され

る学説の「選択（ih
˘
tiyār）」を行ったと見なされた。また，14世紀に活躍したハンバル派法学者

Ibn Qayyim はイブン・ハンバルに帰されるべき正統な学説を確定するためにも「選択」を行っ
ている［堀井聡江 2004：111, 203頁］。

46）　Ibn Māǧa の Ｓｕｎaｎ に収録されているハディース［研究篇：209頁］。

⎝₁₃₈⎠



₁₂

『高貴なる用語の解説』訳注（ 7）

するものにも〔注意するように〕。彼の法学派以外の者であっても，自分自身に対して設定
するワクフについて〔注意するように〕。彼によってウラマーという新月が現れたのだが，
もし彼らがいなかったなら，時代が暗闇を晴らすことはなかったであろう。

たとえイブン・ハンバルが必要であると考えなかったとしても，弱者の負担を軽減する根
拠となる災禍についても同様である。そのような災禍については，義務の示すところに従っ
て調停するしかない。また，もし許可しなければ，多くの人々が明白に禁止されたものにし
か手を出せなくなり，契約した者が種を播き〔ms. 78b〕土地を耕しても収穫の分け前を得
られないことになってしまうような契約についても同様である。その他，人々を結びつけ，
人々の生活の糧や方便のためになるようなイブン・ハンバルの言葉〔の解釈についても同様
である〕。根本（as・l）が定まれば，分枝（farʻ）はついてくるものである。〔txt. 177〕

その学派の法学者たちは，得るものが少なくワクフも貧弱であるため貧しく，スィカー
フ47）で補正されなくてはならない槍のように心許ない状況にある。彼らを満足させ，目の前
にいようといまいと彼らの望みを大きくしてやれ。彼らが欲するような厚意で彼らを包め。
そうすれば，彼らの富への欲求は少なくなり，彼らの学徒は多くなる。

軍団のカーディー48）の場合

一人しかいない場合は，軍団から独立した職務につくカーディー（qād・ī al-ʻamal al-
mustaqill）のように指示部分が書かれるのではなく，おそらくは以下の如くであろう。

彼は，ただ剣（兵士）に関する案件が裁かれ，軍営に係争当事者たちが集まる場合のみの
裁定者である。そのペンは鋭く，一筆ごとに血を震わせる。その台帳は執行を命じるもので
あり，舞い上がった埃〔のごとき訴え〕をまるで書き物のように天の巻物として巻き上げ

〔決着をつけ〕ている49）。
彼に持ち込まれる問題の多くは，このウンマ以前には誰にも認められていなかった戦利品，

協業契約，特に分割が必要な契約，売却，特に売却後の瑕疵の賠償，期日を越えた債務，特
に債務者不在のまま裁定が下される債務に関してである。それらはすべて，審理に長い時間
をかけられず，神の支援を受けし兵士がジハードに携わることを妨げるものである。即座に
裁定を下し，抜き身の剣（兵士）がジハードの場に急ぐよう，それらの問題に備えるように。
神の支援を受けし軍団は，この故国では殉教の徒であり，彼らの中には怪我をしても〔ms. 
79a〕損をせず，むしろ儲かる者がいるのだと知るように。したがって，明らかに受け入れ
られる者を受け入れ，拒絶することが害にならない者でも，神の下では受け入れられている
のだから，拒絶しないように。〔txt. 178〕

テントが張られた時には，軍営地（muʻaskar）に，そこに行けば彼がいる周知の場所を

47）　t－iqāf.  曲がった槍や弓を補正する鉄製ないし木製の器具［ʟaｎｅ：343］。
48）　qād・ī al-ʻaskar.
49）　『クルアーン』21章104節を踏まえた表現と思われる。
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設けるように。行軍中は，彼が歩く位置を定めてそこで裁判を行うように。〔最もよく知ら
れている〕50）位置は旗の右手である。移動している時も留まっている時もこれを続けるよう
に。これに違反して，要件を抱えている者たちを困惑させてはならない。彼はカイロのサー
リヒーヤ〔学院〕にいるのでもシャーム（ダマスカス）のアーディリーヤ〔学院〕51）にいる
のでもないのだから。

人々のために書類を作成する書記たちを同伴するように。さもなくば，どこに〔書類を作
成してくれる〕証人たちが見つかるだろうか。そして権利者のためにその権利を記録するよ
うに。さもなくば，否認の門は閉じられないだろう。神への畏れとは，兵団がそれによって
支援されるものである。それが戦争の旗（ʻalam）の上にある最も高いものでない限り52），さ
もなくば，軍旗（band）を広げる必要はない。

市場監督官53）に対する指示部分

彼はこの職位の権限を掌握し，至高なる神のためにムスリムたちの福利をその眼で監督す
る権限を，市場監督官の職務54）として与えられた。よって以下のことを監督するように。些
細なことと重大なことを，頻繁なことと希少なことを，計量可能なものと不可能なものを，
善として命じられたこと，もしくは悪として禁じられたことを55），買われるものと売られる
ものを，正確に測ることが楽園に近づけ火獄から遠ざける─たとえ火獄との間はもはや ₁
バー56）か ₁ ズィラー57）しか残っていなかったとしても─ものを，昼であろうと夜であろう
と営まれる生活の全てを，天秤の舌が話すか升の口が語らぬ限り量が知られないものの全て
を。

彼はその際に，それぞれの行為を公正にし，〔ms. 79b〕いくつかの基準が提示された時，
誰が不正を働き誰が公正であったかを定める標準器として働くように。それらの原因を可能

50）　ašhar.  校訂テキストでは脱落しているが諸写本より補った。
51）　校訂者は，al-S・ālih・īya はカイロからダマスカスへ向かう途中にあるエジプトの村，al-ʻĀdilīya

はおそらくダマスカスの郊外かどこかの地名であろうとしている［研究篇：209－210頁］。しか
し両者は，カイロとダマスカスの著名な学院のことであろう。マムルーク朝中期の歴史家マク
リーズィーは，カイロのサーリヒーヤ学院でカーディーが裁判を行っていたことをエジプト地
誌の中に記録している［ʜ

˘
ｉｔ・aｔ・, v. 3：254］。また，15－16世紀のシリアで活動したヌアイミーは，

マムルーク朝時代のダマスカスのアーディリーヤ学院に関する記事の中で，カーディーがそこ
で裁判を行っていたと述べている［Ｄāｒｉｓ, v. 1：363－366］。

52）　難解な箇所。校訂テキストでは aʻlā の語末を alif mamdūda で表記しているが，正書法上無理
がある。ここでは alif maqs・ūra で比較級として読んだが，底本から aʻlāman takūnu と読む可能
性も指摘したい。この場合，神への畏れが「戦争の旗の上に立つ旗でない限り」という訳になる。

53）　muh・tasib.
54）　h・isba. 校訂テキストでは h・asaba-hu とあるが，これでは直前の文末にある rutba（職位）と脚

韻を踏むことができない。
55）　ヒスバとは元来，「善を命じ悪を禁じる」というムスリムの宗教義務のことを意味した。
56）　bāʻ.  尋。両手を広げた長さで約 ₂ メートル［Hinz 1970：54］。
57）　d－irāʻ.  腕尺。時代と地域によって相違するが，al-Qalqašandī の時代（14世紀後半～15世紀初

頭）のカイロでは約58センチ［Hinz 1970：56］。
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な限り精査し，ごまかしに対して警告を発するように。病気の大半は食べ物か飲み物が原因
なのだから。〔txt. 179〕

それぞれの市場で，人々に知らせることも気づかせることもなく，物価を調べ情報を求め
るように。彼の監督を代行し，彼が不在でもその者がいれば市場が落ち着く者を補佐（amīn）
として，彼らの上に立てるように。そして解決が困難なことは彼に知らせ，〔解決が〕可能
であっても彼に意見を求めるよう，その者に命じるように。市場監督官の如き者の見解は，
より優れているものだから。

造幣所（dār al-d・arb）と〔そこで造られ〕流通する貨幣には，かなり後にならないと明ら
かにならない虚偽があるかもしれない。萎縮することのない心をもって，その重要事に当た
るように。貨幣すなわち粗悪品を許さないもの，砕いた金鉱石（d－ahab maksūr）から精錬
され58），銀〔との化合物〕から精錬されて（rawbas・a）出てくるもの，また，不純物59）の一部
ではなくすべてを火が溶かし込んでしまったものを，彼の目で試金石によって調べるように。

〔以上のことに対しては，〕60）彼の代理として監視員（raqīb）を置くように。太陽のような金
きん

に対して，カメレオンが太陽を監視するがごとくに61）監視する人物を置くように。
香料商（ʻatt・・ār）と大道医者62）の奇妙な薬の販売については，保証人63）をつけるように。た

だし，それらの者たちが，いかがわしくなく，知られた人物であり，また，熟練した医療従
事者（mutat・abbib）による患者への処方箋がある場合は除く。

大道医者64）や占星術師（ahl al-niǧāma），その他サーサーンの徒65）に関係するあらゆる集団，
人々の財貨を手練手管で奪い取り，舌先三寸で人々を食い物にする輩，この種の邪悪な人間
は皆，実のところ悪魔であって人間ではない。彼らを完全に禁圧し，修復不可能なまでにガ
ラスを割るかのごとく66），彼らを粉砕せよ。〔ms. 80a〕見せしめの罰を彼らに科せ。そうし
なければ，指導的懲罰や平手打ちだけでは，彼らの指導に役立たない。これらの邪悪なもの
すべてを断ち，浅はかな人々を惹きつけるこれら手垢のついた手口67）を禁じよ。〔txt. 180〕

58）　ʻallaqa.  この語が「精錬する」という意味で用いられることについては，Ehrenkreutz 1953
［p. 428, n. 6］を参照せよ。

59）　lih・ām.  「溶接」「ハンダ付け」または「ハンダ」そのものを意味する語であるが，そのような
意味では文意が通りにくい。仮に，金に混じる「不純物」と解しておく。

60）　校訂テキストではこの部分に相当する語句が欠けているが，諸写本およびベイルート版163頁
には当該箇所に ʻalay-hi（その上に）とあるので補って訳した。

61）　カメレオン（h・irbāʼ）は，常に太陽の方を向いているため，太陽の監視者とされる［ʟaｎｅ：
541］。

62）　t・urqīya.  路上で医療行為をしたり薬品を売ったりする者を意味する t・urqī［Ｄｏｚｙ, v. 2：39］
の集合名詞形であろう。

63）　d・ummān.  d・āmin の複数形［Ｄｏｚｙ, v. 2：14］
64）　校訂テキストでは al-t・arīqa とあるが，諸写本およびベイルート版163頁に従い al-t・urqīya と読

んだ。
65）　sāsān.  いかさま師。物乞いや詐欺を生業とする人々をこのように呼んだ ［“Sāsān, Banū,” EI2］。
66）　諺を踏まえた表現［研究篇：211頁］。
67）　「手口」と訳した語は，校訂テキストでは al-asālīb となっているが，諸写本およびベイルート

版163頁に従い al-asbāb と読んだ。
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ムスリムを騙したり，欺いて銀貨を得たり，買い手68）に〔額を〕つり上げて示したり，慣習
による定め（maʻhūd al-ʻawāʼid）を逸脱したりしたことを汝が見つけた者については，その
人物をその地において広く知らしめ，その者が耐えられなくなるまで，それらの道具をその
者のうなじに載せよ69）。

これらの者ども以外に，マクタブ教師70）や女の学者71）に加えて，ガゼルと子牛の群に害を
与えるオオカミ72）として恐れられるさまざまな者，上記のことやそれに類したこと，警戒さ
れていることのすべてを大胆にも行うさまざまな者がいる。これらの者に汝の矢を射掛け，
汝の大胆さで彼らの足元を揺るがせ。信頼と安心（s・iyāna）がおけることが確認された者以
外に対しては，〔取り締まりを〕怠るな。
〔市場監督官の〕代理（nāʼib）については，首尾よく実行する人物で，彼を代理に任じた

ことが汝にとって報酬として計上され，「誰を代理に任命したのか」と尋ねられれば「この
者です」と言える者でなければ，満足してはならない。神に対する畏れは，なんとよい道で
あることか。マーリクの法学説に従って実践する場合を除き，我らが語ったことのすべて，
いやその大部分が汝の管轄となる73）。

説教師74）に対する指示部分

その〔象徴である〕木の頂75）が彼のために高められ，またその迎えの良馬が説教壇
（minbar）から彼の許へ差し向けられる職位に昇るように。最も高い所76）へと昇るように。

68）　「買い手」と訳した語は，校訂テキストおよび諸写本では muštaran（購入品）と綴られてい
るが，そのままでは意味が理解しづらい。したがって，ベイルート版163頁に従い，muštariyan
と読んだ。

69）　不正に用いた道具を掲げさせ，晒し者にするということであろう。犯罪者を晒し者にするこ
と（tašhīr╱ taǧrīs）は，市場監督官が科す刑罰の一つであった［Tyan 1960：650］。マリーン朝
下のフェスでは，不正を行った者の名前とその製品が公表されたり，その製品と共に不正者が
市中を引き回されたりした［Le Tourneau 1961：105－106］。

70）　faqīh al-maktab.  マクタブとは kuttāb とも呼ばれ，読み書きなどを教えた初等教育施設であ
る。ファキーフまたは muʻallim と呼ばれたマクタブ教師の社会的な評価は一般に高くなく，無
能で貪欲な人物が就く職として軽蔑されることもあった［池田修 1986：122－125頁］。また，
市場監督官の業務に教師や医師の監督が含まれることについては，マーワルディーの法学書に
も見える［統治の諸規則：613頁］。

71）　ʻālimat al-nisāʼ.  不詳。女子に教える女性教師のことか。
72）　ガゼル（z・aby）と子牛（ǧuʼd－ar）は若い男女の喩えであり，オオカミ（d－iʼb）は若者に危害を

加える人物を表している。
73）　難解な一節。文頭の mā を関係代名詞として訳出したが，この語を否定辞と考えることもで

きる。その場合，訳文は「マーリクの法学説に従って実践する場合は，…管轄となる」となり，
全体として正反対の意味になる。なお，748╱1347－48年にハナフィー派の人物が就任するまで，
マムルーク朝下のカイロの市場監督官はシャーフィイー派がほぼ独占し，他の法学派としては
マーリク派が ₁ 名知られているだけである［菊池忠純 1983：表 ₂ ］。

74）　h
˘
at・īb.

75）　説教壇と，説教師が説教の際に手に持つ木の剣（または杖）は「二つの木（ʻūdāni）」と呼ば
れ，説教師のシンボルとされている［“h

˘
at・īb,” EI ₂ ］。

76）　daraǧa.  ここでの daraǧa は，「説教壇の階段」と「地位」の両方を指していると考えられる。
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輝く一日の夜明けから彼のために鞍が置かれていたかのような，馬の背に乗る幸運を手に入
れるように。この高貴なる職位の務めと〔説教壇の〕頂を守るように。その頂は彼と同じよ
うな礼拝指導者（imām），あるいはカリフのためだけに準備されたものである。〔ms. 80b〕
頭上で旗がはためく場所に立ち，語りかけるように。そうすれば，雄弁な舌は沈黙し，筆は
インク壺の口で乾くであろう。

約束と警告を耳に響かせるように。そして「心ある者，また耳を傾ける者，注視する者」
［クルアーン：50章37節］に神の日々を想起させるように。〔txt. 181〕〔人々の〕硬い心を柔
らかくするように。たとえ，その中に石や鉄よりも硬い心があったとしても77）。〔彼自身が〕
人前に現れる前に，人々が彼の前に既に来ているようにせよ。語る前に悔悛の鎧を身に着け
るように。場に適した話を選んで聴衆に語りかけ78），それによってあらゆる心から外れるこ
とのない矢の狙いをつけるように。主を畏れ，畏怖が彼の心から奪い去られることを危惧す
る者として，ミフラーブに立つように。

以下のことを知るように。その貝殻（s・adafa）のようなミフラーブが彼という隠された79）

真珠の如きものから分かたれることはなく，宝石箱〔のようなミフラーブ〕が彼という蓄え
られた宝石の如きものを覆い隠してしまうこともない。そこに集まった多くの人々を導くよ
うに。彼らの前に現れるように。彼こそが前に立つべき人（safīr）なのだから。そして，こ
の宗教的義務を行うように。それは〔信仰の〕最も偉大な柱の一つであり，秤にかけられ
る80）諸々の行為のうちで第一のものである。また，それは最も敬虔な行為の一つであり，ア
ザーンの度にムアッズィン（dāʻī）が〔信徒を〕そこへ集める。〔決まった〕時間に礼拝をす
るように。また，定められた時間の最初に礼拝によって人々の心を安らかにするように81）。
礼拝の完遂によって〔人々の心を〕軽くするように。彼の後ろにいる者たちに先んじて責務
を全うするように。というのも，彼は礼拝指導者たるイマームだからである。

説教師はどんな決意（ʻaqd nīya）をするときも，またどんな問題を前にするときも，常に
敬虔さが必要とされる。〔そうすれば，〕至高なる神は次のような者に彼を加えるであろう。
すなわち，神にふさわしい民の方へ心安らかに向かい，また最後の審判の日には慈愛あまね
き御方の右側に，公正なるイマームたちと同様に，彼のために光でできた説教壇82）が設置さ
れる者に。〔ms. 81a〕神の恩顧と寛大さによって。

77）　『クルアーン』 ₂ 章74節の「あなたがたの心は岩のように硬くなった。いやそれよりも硬く
なった」を踏まえた表現［研究篇：211頁］。

78）　諺を基にした表現［研究篇：211頁］。
79）　校訂本では makūna となっているが，諸写本やベイルート版164頁に従い，maknūna と読んだ。
80）　最後の審判において，ある人物の現世での善行が秤にかけられて，その者の来世が決定され

ることを指す。なお，最後の審判における秤について，『クルアーン』では23章102節など複数
箇所で言及されている。

81）　Ibn H・anbal の Ｍｕｓｎaｄ に収められたハディースを基にした表現［研究篇：211頁］。
82）　Ibn H・anbal の Ｍｕｓｎaｄ や al-Nasāʼī の Ｓｕｎaｎ に収められたハディースを基にした表現［研究

篇：211－212頁］。
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大シャイフ83）に対する指示部分

汝は当代における模範であり，人類の手本である。汝によってこそ指導（was・āyā）〔とい
うもの〕がなされ，汝の許でこそ矯め難い生来の気質（saǧāyā）もよく教育される。汝と
いう模範は天上の祝福であり，何人もこれ以上それは不要であるなどとは思わない。またそ
れは神の働きであり，何人もそれを数え尽すことはできない。またそれは光り輝くランプ

（miškāt anwār）であり，〔txt. 182〕ズィクルを唱えるべき時と場所（mīqāt）であり，自発
的に行われる勤めの時間─その時間は〔夜であっても〕常に昼となる─であり，信仰上
の努力（iǧtihād）がうち立てられるべきものの土台である。されば汝は衣の裾をたくし上
げたままにして84），「昼間の始めと終わりに，そして宵の口に，必ず礼拝を守れ」［クルアー
ン：11章114節］。

汝の集団を，汝が諸事を備えるときのやり方に従わせ，「彼らに神の日々を思い出させ
よ85）。この中には，忍耐強く感謝の念深き者すべてへのみしるしがある」［クルアーン：14章
₅ 節］。常に神を畏れ，神の前で互いに兄弟であり続けよ86）。汝のごとき者はそのすべてが善
なのであり，その影が薄くなることのない雲である。この場所において汝の許にいる者はみ
な，汝にとっては兄弟であり，神を畏れることにおいて汝を助けてくれる者たちである。彼
らはみな， ₁ 本の幹にまとめられ，そこから枝々が分かれ出ている木のようなものである。
されば汝は先達（ahl al-sābiqa）の権利を認めよ。汝以外のいったい誰から，その承認

（ʻirfān）を求められようか。
ライラーという〔女性の〕名を聞いただけで，そう呼ばれる当の本人のことを知りもしな

いのに熱愛してしまう者の目を開かせてやるがよい87）。目的を遠ざけるものゆえに，その者
は途方に暮れて立ち尽くし，彼女のリサーム88）のせいで彼女に口づけることができないと考
えて，彼女の美しさに関しては自分の目が節穴であるとも知らずに，〔彼女が身にまとって
いる〕ヒジャーブが原因であると思い込んでいる。されば汝は，彼らの病める心を癒し，長
く閉じられていた彼らの瞼を眠りから覚ませ。彼らと彼らの家に親切にし，〔ms. 81b〕汝が

83）　šayh
˘
 al-šuyūh

˘
.  スーフィーの道において高い地位を占める人物に対する尊称。アイユーブ朝

からマムルーク朝にかけての時代には，この尊称は厳密には，S・alāh・ al-Dīn によりカイロに建設
されたハーンカー・サラーヒーヤ（al-H

˘
ānqāh al-S・alāh・īya）の長に対して用いられるものであり，

saʻīd al-suʻadāʼ とも呼称された［ベイルート版：165頁注 ₁ ］。
84）　「衣の裾をたくし上げる（šammara d－ayla）」は，熱意をもって行動するの意［ʟaｎｅ：1595］。
85）　校訂テキストにおいては，この部分を『クルアーン』からの引用には含めていないが，実際

にはこの部分とこれに続く ₁ 文が，共に『クルアーン』14章 ₅ 節からの引用である。なお，『ク
ルアーン』において，「彼らに神の日々を思い出させよ」は神が預言者モーセに与えた指示であ
り，「彼ら」とはモーセの率いる民を指している。

86）　校訂テキストの「あり続けよ」に相当する箇所は dawām となっているが，誤植であろう。底
本およびベイルート版165頁に従い，dāwim と読んだ。

87）　ここでいうライラーという女性への情熱とは，スーフィズムにおける神への愛を喩えたもの
である。

88）　lit－ām.  顔の下半分（目の下から顎まで）を覆う布。
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彼らの大地であることに満足せよ。
義務以上の勤め89）を放棄していると汝が見る者は，その者の両目の上に不眠の行の継続が

宗教的義務となっているのを見るまでは放置するな。新しく入った者を，ある状態から別の
状態への移行においてしっかりと教育し，その者を宵の口から，夜のマントが擦り切れて90）

彼が体を起こすときまで目覚めさせておけ。
門弟（murīd）たちの階梯分けは，彼らの理解力がどれほどのもので，彼らの日々がどれ

ほど力の衣91）を包んでいるかに応じて行うこと。汝は，あらゆる力をもってしても飲むこと
ができない杯に，焦って手をつけぬよう注意せよ。また多くの人々にとっては，それを覆い
隠すヒジャーブから離れて立っているのがせいぜいである真実を，明らかにせぬよう注意せ
よ。〔txt. 183〕

汝の許に〔今〕いる者，あるいはこれから来る者皆に，神の書の朗誦と彼の使徒─神が
彼に祝福と平安を与えんことを─のスンナを〔遵守〕させるように。この二つは尊重され
るべきものであり，この両者をもって自らの心に糧を与え，満たされている者にとっては，
この両者で十分だからである。この二つの道を辿らずして神に至る道なく，この二つに導か
れる者以外が正しき導きを得ることはない。したがって，汝は両者とともにあらねばならず，
両者は道（minhāǧ）にして法（širʻa）なのである。全ての新しきものには，くれぐれも気
をつけよ。新しきものはいずれも誤りであり，誤りはいずれも逸脱だからである92）。よって，
神へ至る手段として両者を汝のものとせよ。そして両者以外のものを遠ざけるように命じよ。
シャリーアと食い違う真実在93）はいずれも無効であることが，ウンマの合意となっているか
らである。

我らが陥ることがないように神に保護を求めるような合一94），あるいは宿り95）に傾倒する者，
預言者たち─神の祝福が彼らにあらんことを─の〔示す〕道以外によって神へと至るこ
とができると主張する者は，汝がそのような者を拒絶し，非難するよりもまず剣をもってそ
のような者に対処せよ。心に不信仰がまだ浸み込んではおらず，証明しようと思考をもてあ
そんだりはしていない者であれば，その者には悔悛し神へ赦しを乞うように諭せ。神が自ら

89）　nāfila.  『クルアーン』においては，「神からの重ねての贈り物」［21章72節］，あるいは「自発
的に夜間に寝ずに礼拝にいそしむこと」［17章79節］という意味で登場する言葉であり，ハ
ディースにおいては，主に後者の意味で用いられる。後に「規定の勤め（sunna muʼakkada）」
に対応する概念である「追加の勤め（sunna zāʼida）」の意味で用いられるようになり，特に「義
務とされる以上の礼拝（s・alāt al-nāfila）」の意味で用いられる［“Nāfila,” EI2］。

90）　「夜が明けて朝になる」の意味に解釈した。
91）　mut・raf al-qūwa.  門弟たちが身につけた能力の喩えか。
92）　al-Nasāʼī, Ibn H・anbal, Abū Dāwūdのハディース集にある表現を踏まえたもの［研究篇：212頁］。
93）　h・aqīqa.  修行によって自我が消滅した状態で認識できるようになる真理または実在［「ハキー

カ」『岩波イスラーム辞典』］。
94）　ittih・ād.  神と人間との神秘的合一を意味する用語［「イッティハード」『岩波イスラーム辞典』］。

校訂183頁の ittih・ād－は誤植。
95）　h・ulūl.  「受肉」「落入」とも訳される。スーフィーの人性が神の属性を帯びることを指す［「フ

ルール」『岩波イスラーム辞典』］。
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の預言者─神が彼に祝福と平安を与えんことを─に命じたことを行うようにその者を諭
せ。言え，「汝らの神は〔ms. 82a〕唯一の神。彼の他に神はない。彼に高き誉れあれ。彼は
唯一にして征服者たる神である」96）と。

以下のことをしっかりと知るように。すなわち，以上のような者のことは明白97）であり，
また似通っている。彼らは神の唯一性をことさらに言うが，多神教（širk）に陥ってしまっ
ている。それというのも，すべてを唯一の神とみなそうとして，唯一の神を複数の神として
しまっているからである。「それは酩酊98）のうちに発される酔語99）である」と主張したり，周
囲からそのように言われている者は，汝を偽っているのではなく，真実を述べているのであ
るが，〔txt. 184〕本人を酔わせているものの名残のうちにあるか，不信仰にとらわれている
のである。「自分たちは神を熱愛する者（ʻāšiq）だ」と言う者もいるかもしれないが，それ
も嘘を言っているのではない。その言葉自体は，一般論としては受け入れられるものである
が，その行動については偽りなのである。このような誤った集団に属する者には，慈愛に満
ちた情けをかけないように気を付けよ。つまり，彼らの内面の悪さについて知り，彼らにつ
いての汝の考えを欺くことのないように気をつけよ。彼らのことについてはしっかりと対応
せよ。悪魔の誘惑に汝が苦しめられているのであれば，石打たれる悪魔から救ってくれるよ
うに神に求めよ100）。

この集団にふさわしくないのに（min g・ayri ahli-hā）入った者，あるいは〔守ると〕約束
したことを違えた者については，その者のためによき集会（multaqā）をしてはならない。
またその者を上の段階（murtaqā）に上らせてはならない。このような者を誰一人として忍
耐101）〔の段階〕へと導いてはならない。「いやいや，もし約束を果たし，神を畏れかしこむ者
であれば」［クルアーン： ₃ 章76節］〔話は違うのだが〕。

汝は人々の長であり，彼らのよきラクダ（naǧīb）は「遠路はるばる」［クルアーン：22章
27節］汝の許に押し寄せ，彼らのラクダは，道という道（al-t・arīqa wa-al-t・arīq）を通って汝
の許に到着する。それゆえ，彼らの集会のために寛容なる汝の心を更に広くせよ。彼らを歓
待するために親しき汝の温情をより豊かにせよ。また，以下のことを知るように。朝，到来
者のための居場所と休憩所が汝の家にある〔べき〕ことを。寛大者102）の属性（s・ifa）を持つ
者として創造された者にとって，来客を拒むことは恥ずべき行為であることを。汝の門の前
に立つ，あるいは清貧の弊衣（h

˘
irqa）によって汝と結びついているどのようなスーフィー103）

96）　『クルアーン』から三つの句（18章110節， ₉ 章31節，39章 ₄ 節等）が引用されている。
97）　校訂183頁の bayyin-hu は誤植。正しくは bayyina.
98）　sukr.  神との合一に没頭しているスーフィーの心的状態のこと［「スクル」『岩波イスラーム

辞典』］。
99）　šath・・a.  スーフィーが，忘我の状態に達した時に発する言葉［「シャタハート」『岩波イスラー

ム辞典』］。
100）　『クルアーン』 ₇ 章200節を踏まえた表現。
101）　h・ilm. 特に怒りを抑え込むこと。
102）　al-karīm.  神の美称の一つ。
103）　校訂者が注15で示しているように，底本および B 写本［f. 64a］において faqīr（スーフィー）
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に対しても，早急にその入室を許可せよ。〔ms. 82b〕到達（wus・ūl）に近づいたという吉報
と同様の汝の喜びをその者に示せ。汝らは，万事が神への絶対的信頼（tawakkul）に立脚
する者たちである。ゆえに，神への絶対的信頼と意図とに基づいて以上のことを行え。彼が
旅の杖を置いて，その旅を終えられる104）ように，彼の杖（ʻukkāz）を受け取り，敷物を広げ
るよう命じよ。〔txt. 185〕この外来者のごとき者が，もし汝の許にいる者とともに分け前に
あずかれないならば，よそ者は汝の許に来ないだろうし，「よそ者にとって，あらゆるよそ
者は親類である」105）という言葉の類は，彼にとっても〔ほかの〕よそ者たちにとっても真で
なくなるだろう。それゆえ，彼は絶えることのないこのサダカの類から収入を得る。とはい
え，彼は神への絶対的信頼なくして汝の許を訪れることはない。「神を絶対的に信頼する者
は，神だけで足りる」［クルアーン：65章 ₃ 節］。

残りの関連すること，語るべきこと，汝を特徴づけることは106），称讃に値するズィクルの
勤めという早朝と夕方の外套である。汝の敬虔な行為は人々の口の端に上っている。また，
たとえ不平の対象者〔たる汝〕が不平を言う者〔たる夜〕に親愛の情を抱いていようとも，
汝が行う深夜の礼拝（tahaǧǧud）に，夜は不平を訴える。汝ゆえに，穢れなき行為は競わ
れる107）。見る者全ての目は汝を模範とする。もし汝がいなければ，すすり泣く者や泣こうと
する者もいない108）。神への畏れとともに109）秘義（lat・īfat al-sirr）が表れ，また主を畏れる者た
ちは朝にやってくる。「主を畏れる者たちには，幾重にも積みあげられた館が与えられる。
その下には河川が流れている」［クルアーン：39章20節］。神への畏れは汝の心の滋養であり，
汝の愛の活力である。神への畏れにこそ汝と真理（神）とのつながりと，汝が汝の主に到達
するための入り口がある。我らは，忘我（waǧd）への誘惑（nāziġa）から汝を遠ざけるた
めにこそ，神への畏れを語るのである。その誘惑の香りは汝の心とともにまさに飛び立たん
としている110）。

となっているこの箇所は，そのほかの写本では musāfir（旅人）となっている。
104）　ジャーヒリーヤ時代の詩人 Muʻaqqir b. Aws の詩を踏まえた表現［研究篇：213頁］。詩的表

現であるため意訳をしているが，原文では主語は彼ではなく「彼が遠く旅先にあること
（ġurbat-hu）」である。

105）　ジャーヒリーヤ時代の詩人 Imruʼ al-Qays の詩の一節［研究篇：213－214頁］。
106）　校訂テキストでは bi-hi min が欠落しているが，ベイルート版167頁や底本をはじめとする各

写本に従い補った。
107）　あるいは，al-zākī が al-ʻamal を修飾するものと考えずに，「汝ゆえに，穢れなき者は行為を

競う」と訳すか。
108）　さまざまな信仰行為に際して，自らの罪を自覚し，神を畏れて涙を流すことは，スンナとし

て認められている敬虔な行為である［“Bakkāʼ,” EI2］。
109）　校訂テキストでは bi-himā となっているが，bi-hā の誤植である。
110）　ウマイヤ朝末期からアッバース朝初期に活動した詩人 Ibn al-Dumayna の詩を踏まえた表現

［研究篇：214頁］。
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シャリーフたるサイイドたち111）のナキーブ112）に対する指示部分

僭越ながら，我々がそれを述べるという祝福を享受し，その秘奥に精通したとき汝が幸せ
になることのみ，我々は汝に指示する。汝の一族（シャリーフたち）は汝の一族である。

〔ms. 83a〕汝が責任を有するシャリーフたちの諸事に関しては，神と汝の父祖であるその使
徒─神が彼に祝福と平安を与えんことを─に従うように。そして彼らを手厚く扱え。彼
らこそは，獅子と乙女たる113），汝の母と汝の父の子供たちである。その高貴さにより増長し
たふるまいを見せ，反抗へと手を伸ばしたと汝が知った〔なら，その〕者の手を止めよ。

以下のことを知るように。シャリーフもシャリーフならざる者も（al-šarīf wa al-mašrūf）
も〔txt. 186〕イスラームにおいては同等である。ただし，不正にふるまう者は別である。
また，行いは記録され，それから神の御前に開帳されるということを。ゆえに明日汝が喜ぶ
ことを今日のうちにせよ。逸脱を除け。〔その逸脱こそ〕シャリーフの聖性114）について度を
越して〔強調する〕者たち115）と，彼らの先祖たちが非難せざるを得ないようなことを高く評
価する者たちの拠り所である。それは，以下のように知られているためである。正しき先人

（salaf）─神が彼らに満足せんことを─は，悪しき性質を持つ後代の人（h
˘
alaf）が，彼

らの間にあると主張するその分裂（iftirāq d－āt）を超越していた。そして後代の〔一部の〕
者たちが，死の戦場へ導くものに逸れていくのである。

シーア派には，〔本来〕語られるべきではないが〔実際には〕語られている言葉という誤
りがある。この門を，知性をもって封鎖せよ。彼らの信条の広がりを絶つことに熟練した技
を見せよ。手に剣を持って，彼らを禁ずる説教師として立て。あらゆる矢が当たるという，
汝からの大打撃を彼らに恐れさせよ。そうすれば「最善の務めのために来たれ」116）などと，
クルアーン，スンナ，イジュマーより善きものがあるかのように呼びかけることはない。そ
れら三つに基づくよう汝の民に呼ばわることで，人々の集いの首飾りをつなぎ止めよ。

111）　sayyid šarīf.  預言者ムハンマドの直系子孫および一部の傍系親族に対する一般的尊称。サイ
イドの原義は「主人」，シャリーフという語自体の意味は「高貴な〔者〕」。いずれか一方だけ
を用いることも多い［「サイイド」「シャリーフ」『岩波イスラーム辞典』］。

112）　naqīb al-sāda al-ašrāf.  サイイド（シャリーフ）を代表する者。 ₉ 世紀半ばに制度化され，ス
ンナ派・シーア派のいずれにおいても重きをなした［「ナキーブ」『岩波イスラーム辞典』］。

113）　h・aydara wa-al-batūl.  預言者の従弟 ʻAlī b. Abī T・ālib と預言者の娘 Fāt・ima の夫妻を指す
［“h・aydar,” EI2；ʟaｎｅ：150］。

114）　walāʼ.  本来の語意は「近しさ，親しさ」で，同語根のワラーヤ（walāya）とほぼ同義ととっ
ている。「近しさ，親しさ」全般を意味するこの語は，神秘主義においては神の友としての「近
しさ」ひいては「聖者性」を意味し，シーア派思想においては預言者ムハンマドに対してその
従弟・女婿であるアリー・ブン・アビー・ターリブが有した特権的な「近しさ」を指すことも
ある［「ワラーヤ」『岩波イスラーム辞典』；菊地達也 2009：37－38頁］。ここではシャリーフ
がその家系故に有する神や預言者に対する「近しさ」を特別な権威や力の根拠とする考えを踏
まえ「聖性」とした。

115）　度を越して強調する者たち（ahl al-ġulūw）は，シーア派の極端派を指したもの。極端派に
ついては，『高貴なる用語』［校訂：141頁］で言及されている［訳注（ ₅ ）：₁₃頁］。

116）　シーア派はアザーンの際に，スンナ派の用いない，この言葉を挿入する。

⎝₁₂₈⎠



₂₂

『高貴なる用語の解説』訳注（ 7）

以下のような者〔に教えてやれ〕。すなわち，ムータズィラ派を祖と仰ぐ者。さらなる言
説を費やしてザイド派への傾倒を示す者。過去のイマームたち─彼らに平安があらんこと
を─について，これまでイマーム自身が主張したことのないようなことを主張する者。イ
マーム派の道において，彼らが始めた新奇なことに従う者。彼ら117）の言うところのサーディ
クに基づいて118）虚偽を語る者。彼らの告知者119）の言葉を用いて，自分の言いたいことを語る
者。「彼らから秘事を教えられた。その奥義は，彼らがウンマから秘匿し，それに至る愉み
をウンマから隠し通したものである」と語る者。〔ms. 83b〕サキーファで起きたこと120）やラ
クダの戦い121）について伝承されている情報（h

˘
abar）とは異なったことを語る者。「アブド・

シャムス〔家〕122）はハーシム家のために火獄に墜とされた」などと語る者の言葉を故事成句
として語る者。内面的な（バーティン）信条から〔クルアーンの〕字義（ザーヒル）を理解
する者123）。「本質をもつ実体（al-d－āt al-qāʼima bi-al-maʻnā）は様々な現れ方をする」124）と語る者。
隠れたイマームへの期待に凝り固まった者。「蜜と水の流れるラドワー山125）に」126）立つ者127）

を待ち続ける者。〔txt. 187〕「旗印を先頭に騎馬隊を率いる」者128）のため地下室（sirdāb）
に自分の馬をつなぎ留める者。アリー─神が彼の顔を気高くなさんことを─が雲中に居
ると思って見回す者129）。イマームの条件として無謬性を主張して，知性の繋ぎ紐が外れた者。

そのような輩の全てに教えてやれ。それらはみな彼らの心根の腐敗であり，彼らの悪しき

117）　以下の三つの文に現れる「彼ら」はシーア派を指す。
118）　底本（Ｌ写本）およびベイルート版168頁に従い s・ādiq-hum と直す。研究編215頁では，

s・ādiq が十二イマーム派第 ₆ 代イマーム Ǧaʻfar al-S・ādiq を意図しているとする。s・ādiq は「真実
を語る者」の意味である。またジャーファル・サーディクは，十二イマーム派法学の祖と見な
されている。

119）　nāt・iq.  イスマーイール派の教義において，人類史に存在する七つの周期のうち，各周期に現
れる大預言者のこと。各周期には ₇ 人のイマームが存在し，その最後のイマームが次の周期の
「告知者（大預言者）」となるとされる。［「イスマーイール派」『岩波イスラーム辞典』； 
“Ismāʻīlīya,” EI2］

120）　Yawm al-Saqīfa.  Abū Bakr がカリフに選出されたことを指す。
121）　［Yawm］al-Ǧamal.  36╱656年に生じた ʻAlī の軍と，ʻĀʼiša, Zubayr, T・alh・a の ₃ 教友の軍によ

る戦い。
122）　ʻAbd Šams.  ここでは事実上ウマイヤ家を指す。
123）　z・āhir はクルアーンの字義どおりの解釈，bāt・in は比喩的解釈（taʼwīl）から引き出された「隠

れた内面の」意味を示し，これを重視するイスマーイール派をバーティン派とも呼ぶ［「バー
ティン」『岩波イスラーム辞典』］。

124）　Ibn al-ʻArabī の存在一性論などを意識した言葉か。
125）　Rad・wā. メディナ近郊の山。
126）　「蜜と水の流れるラドワー山に」と次行の「旗印を先頭に騎馬隊を率いる」は Kut－ayyir ʻAzza

の詩句からの引用［研究篇：216頁］。
127）　 ʻAlī b. Abī T・ālib の息子 Muh・ammad b. al-H・anafīya のこと。al-Muh

˘
tār の乱ののちに，ムフ

タールの思想を継承したカイサーン派の概念である［ベイルート版：169頁注 ₂ ］。
128）　第12代イマーム al-Muntaz・ar を意味する。ムンタザルは，サーマッラーにあった父の家の地

下室に篭もって「隠れ」の状態に入ったため「地下室の主（s・āh・ib al-sirdāb）」と呼ばれる［ベ
イルート版：169頁注 ₃ ］。

129）　ヌサイリー派，アラウィー派はアリーの居所が雲の中にあるとしている［ベイルート版：
169頁注 ₄ ］。
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宗教信条であると。まさに，彼らは，この高貴な家の人々に近づく際に求める道を誤ったの
であり，もし「彼らは〔正しく〕求めたのだ」と言う者があれば，言ってやれ。「いや，そ
うではない。〔彼らの所業が〕，その心を錆びつかせたのである」［クルアーン：83章14節］
と。

彼らの系譜の事々について，疑いの余地がないように，また系譜外の者が一人も紛れ込め
ないように，また理由なく系譜から外れる者がないように，監督せよ。彼らのあらゆる会計
の際に，その財産を執行する者に立ち会え。彼らの血脈全てを憶え保護せよ（h・afiz・a）。

汝は，次のことに最も相応しい者である。高貴な〔預言者の〕ハディースのイスナードを
中傷したり，ハディースを語った者（預言者）─神が彼に祝福と平安を与えんことを─
の意図に基づかずにハディースを解説する者をよく矯正し，彼らに神と神の使徒に至る近道
を示すことにである。

真理への反抗に加担し，恐怖ゆえに不正な（bāt・il）集団に転んだと，汝が知った者を罰せ
よ。その者は，悪意を胸に秘め，その悪意ゆえに，至高なる神の知において前提となること，
すなわち，先立つ人を先に出すということ130）を，怒りにまかせてねじ曲げた。また，その者
は，汝が既に手本として道をいくつか示したにもかかわらず，迷ってしまったのである。も
し彼らが矢軸131）をつたって鏃の闘争132）に手を伸ばしたら，彼らを押しとどめよ。彼らを遠ざ
けよ。彼らの分派は，その数がいかに増えようとも，全てが迷妄の暗黒の中で踏み迷ってい
るのである。

結ぶにも解くにも〔いかなる場合でも〕神への畏れを捧げよ。高貴なるシャリーアに従っ
て行動せよ。シャリーアは，紐が結びつけられた綱133）なのである。至高なる神は，〔神の〕
近くの（fī al-zulfā）最も高貴な〔ms. 84a〕場所に汝を持ち上げ，汝のために栄光（ʻizz）の
天幕を張るだろう。雷は，その天幕に自分の頬を見せると恥じらい，雲は，自らの天蓋をそ
の天幕の上に伸ばすと，消えてしまう。

130）　校訂では，fī taqdīm man taqaddama（先立つ人を先に出すことにおいて）となっているが，
ベイルート版では，min taqdīm man taqaddama となっている。ここでは，学問における主流
からの逸脱を戒めるという文脈に沿って，ベイルート版に従った。また，校訂の当該部分［187
頁］の注11も，複数の写本が，fī（おいて）ではなく，min（すなわち）としていることを注記
している。

131）　qidh・（矢軸）には「誹謗」という意味もある。
132）　nis・āl（鏃）と nid・āl（闘争）で韻を踏んだ表現。
133）　sabab（綱）には「原因」いう意味もあり，ここではシャリーアがあらゆる事柄の根元であ

ることを，h・abl（紐）にかけて表現している。
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